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１． 趣旨 

社会保障改革の全体像については、政府・与党が一体となって、必

要とされるサービスの水準・内容を含め、国民に分かり易い選択肢を

提示するとともに、その財源の確保について一体的に議論する必要

がある。 

この議論に資するため、内閣総理大臣が社会保障分野等の有識者

の参集を求め、社会保障改革に関する有識者検討会（以下「検討会」

という。）を開催する。 

 

２． 構成 

（１） 検討会は、有識者により構成し、内閣総理大臣が開催する。 

（２） 内閣総理大臣は、構成員の中から、検討会の座長を依頼する。 

（３） 検討会は、必要があると認めるときは、構成員以外の有識者を、

臨時構成員として検討会に出席させることができる。 

 

３． 運営 

検討会の庶務は、厚生労働省その他関係省庁の協力を得て、内閣

官房において処理する。 

 

４．その他 

前各項に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必

要な事項は、座長が定める。 




